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　　市の人事行政の運営状況
　市職員の給与は、地方自治法や地方公務員法に基づき、市議会の議決を経て定められています。　
　この公表は、人事行政の運営状況を市民の皆さんにお知らせし、その公平性と透明性を高めることを目的に
行うものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□問い合わせ　総務課職員係（内線３０５）

�職員採用の状況
                  （平成１７年４月２日～平成１８年４月１日）

合　計医師職看護職一般行政職区　　分
　２人　２人平成１７年８月１日付
　１人　１人平成１７年９月１日付
　１人　１人平成１８年１月１日付
　４人　２人　２人平成１８年４月１日付
　８人　１人　５人　２人採用者数計

＊一般行政職には、県教育委員会の割愛人事によるものを含み
ます。

�職員の退職の状況（平成１７年４月１日～平成１８年
３月３１日）

合　計

分限免職・
懲戒免職・
失職・死亡
退職

普通退職勧奨退職定年退職退職の種類

３７人懲戒１人２１人９人６人退職者数

職員の任免および職員数に関する状況

�部門別職員数の状況

対前年増減数
（人）

　　職　員　数（人）　　　　      　区分
      部門 平成１８年平成１７年

  ６  ６  議　会

一
般
行
政

１  １５９  １５８  総　務

△１  ２３  ２４  税　務

労　働

△２  ４１  ４３  農林水産

４  １３  ９  商　工

△１１  ４５  ５６  土　木

△４  １４６  １５０  民　生

△３  ９３  ９６  衛　生

△１６  ５２６  ５４２  　計

△１５  ９３  １０８  教　育特
別
行
政

△１  ８３  ８４  消　防

△１６  １７６  １９２  　計

△４  ９２  ９６  病　院
公
営
企
業
等

３  ２３  ２０  水　道

△２  １８  ２０  下水道

６  １０４  ９８  その他

３  ２３７  ２３４  　計

△２９  ９３９  ９６８  合　　計

�人件費の状況（普通会計決算）

 人件費率
 （Ｂ／Ａ）

 人件費Ｂ
    （千円）

 歳出額Ａ
    （千円）

 住民基本
 台帳人口
（H１７.３.３１）

　区　分

２１.０％５,６７２,３７４２６,２００,５２７５６,７３２人平成１７年度

＊人件費には、市長、議員など特別職に支給される給料、報酬な
どを含んでいます。

�職員給与の状況（一般会計予算、当初予算計上額）

１人当たり
給   与   費
　（Ｂ／Ａ）
　　（千円）

　給　与　費（千円）
 職員数
　　　Ａ

　区　分

５,８９９千円

２,７０４,９７０千円給　　料

７１８人平成１８年度
   ４５０,１８１千円職員手当

１,０８０,７６３千円期末・
勤勉手当

４,２３５,９１４千円　計Ｂ
＊職員手当には、退職手当は含んでいません。

�職員の平均給料月額・平均給与月額及び平均年齢の
状況（平成１８年４月１日現在）

平均年齢平均給与月額平均給料月額　区　分
４２歳０月３８０,８００円３２９,７００円一般行政職
４４歳６月２９３,３２０円２６６,４００円技能労務職

�職員の初任給の状況（平成１８年４月１日現在）
国恵那市

　区　分  採用２年
 経  過  日
 給料月額

  決　定
  初任給

 採用２年
 経  過  日
 給料月額

  決　定
  初任給

１８３,８００円１７０,２００円１８３,８００円１７０,２００円大学卒一   般
行政職 １４８,０００円１３８,４００円１４８,０００円１３８,４００円高校卒

市職員給与の状況

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２ 職員の給与の状況
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　お知らせします　　

�職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成１８年４月１日現在）

経験年数
　　２０年

経験年数
　　１５年

経験年数
　　１０年　区　分

３６４,９００円３５１,４００円２７０,０００円大学卒
一般行政職

２９５,８００円２５８,９００円２１３,４００円高校卒
－円－円－円大学卒

技能労務職
２２４,５００円２２４,９００円－円高校卒

�一般行政職の級別職員数の状況
（平成１８年４月１日現在）

 計

７級６級５級４級３級２級１級 区 分

部長課長
課長
補佐

係長主査主任主事
標準的
な職務
の内容

４５２２０７７５１８７１４１６３１３職員数

１００４.４１７.０１１.３１９.３３１.２１３.９２.９構成比

＊市給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
＊標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な補
職名です。

�職員手当の状況（平成１８年４月１日現在）
国の制度
との比較

  期末勤勉手当
勤勉手当期末手当 区　分

同左

０.７２５月分
（０.９２５月分）

１.４０月分
（１.２０月分）

  ６月期
（幹部職員）

０.７２５分
（０.９２５月分）

１.６０月分
（１.４０月分）

１２月期
（幹部職員）

１.４５月分
（１.８５月分）

３.００月分
（２.６０月分）

　　計
（幹部職員）

　　有
 職制上の段階・職務
の級等による加算
措置

国の制度  退職手当
勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合 区　分
３０.５５月２３.５０月２７.３０月２１.００月勤続２０年
４１.３４月３３.５０月４２.１２月３３.７５月勤続２５年
５９.２８月４７.５０月５９.２８月４７.５０月勤続３５年
５９.２８月５９.２８月５９.２８月５９.２８月最高限度額

同左定年前早期退職特例措
置（２～２０加算）

その他
加算措置

１２,２０８千円１人当たりの
平均支給額

  特殊勤務手当（平成１７年度）
２１.３％手当支給職員の割合
１５０,５５４円1 人当たり平均支給年額
１５種手当の種類（手当数）

研究手当、医師手
当手当額の多い手当

代表的な手当
清掃手当、夜間介
護手当

多くの職員に支給されてい
る手当

国の制度
  その他の手当

配偶者なし配偶者あり

扶
養
手
当

同左

１３,０００円 配偶者

１１,０００円 
６,０００円 
（６,５００円）

扶養１人目
（配偶者が扶養
でない場合）

６,０００円 扶養２人目
５,０００円 ３人目以降

○１６歳～２２歳の扶養親族がいる場合
の加算１人　　　　　  　　　　　  　５,０００円 

９１,１５７千円支給実績

２４８,３８４円支給職員
１人当たり平均支給額

同左
所有する住宅居住者（取得後５年以内）
　　　　　　　　　　　　　　　     　２,５００円

住
居
手
当

家賃を払っている者の限度額  　        ２７,０００円

１９,８９６千円支給実績

１７３,００８円支給職員
１人当たり平均支給額

同左

交通機関利用者（実費）限度額　
                                                        ５０,０００円

通
勤
手
当

自動車等利用者（２�以上）
                                         ２,０００円～２０,４００円

４３,９３８千円支給実績

７７,９０４円支給職員
１人当たり平均支給額

  時間外勤務手当（平成１７年度）

１５２,６８１千円支　給　総　額

　　　　　２６５千円１人当たり支給年額

�特別職の報酬などの状況（平成１８年４月１日現在）

期末手当（支給割合）給料（報酬）月額 区　分

  ６月期　２.１２５月分
１２月期　２.３２５月分

     計　　４.４５０月分

７６０,０００円 市　長

 給　料 ６７０,０００円 助　役

６１３,０００円 収入役

  ６月期　２.１２５月分
１２月期　２.３２５月分

     計　　４.４５０月分

４０４,０００円 議　長

 報　酬 ３６２,０００円 副議長

３４２,０００円 議　員

平成１８年４月１日から、特例により３役の給料月額は、減額さ
れています。

市職員給与
の状況
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�職員の勤務時間（標準的なもの）

 休憩時間 休息時間 終了時間 開始時間 １週間の
 勤務時間

１２：１５～
　　１３：００

午前・午後
１５分間１７：１５８：３０４０時間

平成１８年１０月１日から休息時間は、廃止されます。

�その他の休暇制度
 期　　　　間 事　　　　由
必要と認められる期間選挙権行使
必要と認められる期間証人など
必要と認められる期間骨髄液の提供
５日以内（分割可）ボランティア活動
連続する７日以内結　婚
出産日までの申し出た期間（６週間以内）産　前
出産日の翌日から８週間産　後
１日２回、各３０分以内授　乳
１日のうち１時間妊婦の通勤
必要と認められる期間妊婦の健診
２日以内（時間単位で分割可）配偶者の出産
５日以内（時間単位で分割可）男性職員の育児参加
親族区分に応じ１～７日忌　引
法要当日１日以内家族の法要
連続する４日以内夏　期
必要と認められる期間（最長７日）住居の破壊
必要と認められる期間交通機関の事故など
必要と認められる期間交通遮断

１暦年において５日の範囲内の期間（時
間単位の取得も可）子の看護

�年次有給休暇の取得状況
（平成１７年１月１日～１２月３１日）

 消  化  率
 平均使用
 日　　数

 全   対   象
 職   員   数

総使用日数総付与日数

２０.１％８.０日９５１人７３１３日３６,３２８日

�育児休業の状況
（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

前年度から引き
続き育児休業を
取得しているも
の

平成１７年度中に
新たに育児休業
を取得したもの

平成１７年度中に
新たに育児休業
の取得が可能に
なったもの

 ０人 ０人２７人 男　性
１６人１２人１２人女　性

�分限処分者
              （平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

失職合計降給休職免職降任 区　　分
------勤務成績の不良
-４人-４人--心身の故障
------適格性の欠如
------廃職過員
------刑事事件に拠る起訴
------欠格条項該当

�懲戒処分者
（平成１７年度）

合計戒告減給停職免職 区　　分
２-２--法令違反

-----職務上の義務違反または
職務怠慢

１---１非行行為
３３---監督責任

�公務災害の発生状況
（平成１７年度）

災害件数 区　分
４件職務遂行中の負傷

公務災害
-職務に伴う合理的行為又は準備・後始末

中の負傷

-出張中の負傷
-福利厚生事業参加中の負傷
-その他の行為中の負傷
-通勤災害

�措置要求および不服申し立ての発生状況
（平成１７年度）

本年度末
処理件数処理件数

要求及び
申し立て
件数

前年度末
処理件数 区　　分

----給　与

措
置
要
求

----勤務時間・
休暇

----その他の
勤務条件

----分限処分不
服
申
し
立
て

-１１-懲戒処分

----転　任

----その他

市職員給与
の状況

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３ 職員の勤務時間、その他の勤務条件４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４ 職員の分限および懲戒処分の状況

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５ 職員の利益保護の状況
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　これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付事業は、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業に
よる日常生活用具給付に再編されます。　　　　　　□問い合わせ　社会福祉課障害福祉係（内線１３５・１３６）

　内　　　　　　　　　　　　　　　　容種類
身体の欠損または体の機能の損傷を補い、日常生活または職
業生活を容易にするために必要な用具で、身体障害者の能力
を最大限にまで向上させ、社会復帰、社会参加のため重要な
ものです。義肢、装具、車いすなどがあります。

補装具

日常生活上の便宜を図るための用具で、歩行支援用具、入浴
補助用具、点字図書などがあります。

日常生活
用具

●補装具・日常生活用具について

●補装具の支給の仕組みが変わります
　これまでは、市から補装具の製作業者に製作・修理を委託し、その費
用を市が支払っていました。新しい仕組みでは、利用される方と事業
者との契約により補装具を製作・修理します。費用については、利用者
の申請に基づいて、補装具の購入・修理が必要と認められたときに、市
がその費用（購入費・修理費）を利用者に支給する仕組みになります。

●申請により支給決定、利用者の負担は定率に
　補装具費の支給、日常生活用具の給付は、障害者または障害児の保護
者からの申請に基づき、支給決定します。
　利用者負担についても定率負担となり、１割を利用者が負担するこ
とになります。負担があまり多くならないように世帯の所得に応じて
一定の月額負担上限額（右表）が設定されます。ただし一定所得以上の
方は、支給対象となりません。（本人または世帯員のうち市町村民税の
最多納税者の納税額が５０万円以上ある場合）

①相談支援事業＝障がい者や家族からの相談支援、情報の提供や助言、関係機関との連絡調整などを市が委
託する相談支援事業者が実施します。恵那市では、１８年４月から市役所内
に福祉総合相談窓口として（毎週月曜日から金曜日午前９時から午後４時）
障がい相談専門員が障がいに関する相談に応じています。（�２６-２２１２）
②コミュニケーション支援＝手話通訳者、要約筆記者の派遣を行います。
③移動支援事業＝円滑に外出ができるよう、移動にかかる支援を行います。
④その他＝訪問入浴サービス事業などの事業を実施していきます。

●補装具と日常生活用具の対象品目の見直し
○補装具から日常生活用具に移行されるもの

点字器、人口 咽  頭 、収尿器、ストマ用装具、 
いん とう

歩行補助つえ（１本つえ）、頭部保護帽
○補装具の対象でなくなるもの

色眼鏡

○日常生活用具から補装具に移行されるもの

重度障害者用意思伝達装置
○日常生活用具の対象でなくなるもの

浴槽（湯沸し器）、パーソナルコンピュータ
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１０月
から

１０月
から

●月額負担上限額
月額上限額世帯の区分

０円生活保護世帯の方

１５,０００円

市町村民税非課税世
帯で年収が８０万円
以下（障害基礎年金
２級相当）の方

２４,６００円市町村民税非課税世
帯の方

３７,２００円市町村民税課税世帯
の方

利用者の申請

●補装具の支給の流れ

支給の決定

利用者と補装具製
作業者のよる契約

補装具の引渡し

支払い（利用者は１割負担）

更
正
相
談
所
な
ど

意見

製
作
指
導
・

適
合
判
定

　地域生活支援事業は、市が地域の実情にあわせ、障がい者の地域生活を支えるさまざまな事業で、事業の内
容は市が決定します。　　　　　　　　　　　　    　□問い合わせ　社会福祉課障害福祉係（内線１３５・１３６）


